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第１章 計画の背景と目的 

１ 計画策定の必要性 

  平成２８年熊本地震（以下「熊本地震」という。）では、最大震度７の揺れを２度

にわたり観測し、住宅の倒壊などにより２７３人（令和３年１月現在）の尊い命が失

われ１９万８千棟を超える建築物に被害が及ぶなど、甚大な被害が発生しました。 

  更に、平成２８年１０月２１日に最大震度６弱を記録した鳥取県中部地震が発生す

るなど、熊本地震と前後して大規模な地震が全国で発生しています。 

  大規模地震に対する対策は、平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災を契機とし

て、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成７年法律第１２３号。以下「耐

震改修促進法」という。）が平成７年に制定され、既存建築物の耐震診断・耐震改修

の促進を図ってきましたが、その後の新潟県中越地震、福岡県西方沖地震等の頻発及

び東海、東南海・南海地震等の発生の切迫性等を受けて、平成１８年の法改正で、建

築物の所有者等に対する耐震化の努力義務や指導等の拡充が行われ、平成２３年の東

日本大震災により甚大な被害が発生し、平成２５年の法改正で、一定規模以上の多数

の者が利用する建築物等の耐震診断の義務付け等の措置が講じられました。 

  上天草市（以下「市」という。）では、「耐震改修促進法」に基づく法定計画とし

て、「上天草市建築物耐震改修促進計画」（以下「市促進計画」という。）を平成２

３年３月に策定しました。 

  その後、学校や庁舎の市有建築物の耐震化を進めてきましたが、民間建築物の耐震

化については思うようには進まない中で熊本地震が発生し、震源地から約３５㎞離れ

た本市においても震度６弱を観測し、１００件を超える一部損壊が発生しました。 

  今回発生した熊本地震の震源域付近に布田川断層帯、日奈久断層帯が存在しており

熊本地震は、これらの断層帯の活動によるものと考えられています。本市の一部は、

布田川断層帯宇土半島北海岸区間の延長線上に位置するため大規模な地震が発生して

もおかしくないとの認識のもと、早急かつ計画的に建築物の耐震化を促進する必要が

あります。 

（資料：熊本県建築物耐震改修促進計画より一部抜粋） 
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２ 計画の位置付けと期間 

  平成２４年７月の中央防災会議防災対策推進検討会議最終報告では、「２１世紀

前半に南海トラフ沿いで大規模な地震が発生することが懸念されています。加えて

首都直下地震、火山噴火等の大規模災害が発生するおそれも指摘されています。こ

れらの災害が、最大クラスの規模で発生した場合に、東日本大震災を超える甚大な

人的・物的被害が発生することはほぼ確実である。」と示されていることから、建

築物の地震に対する安全性の向上を図るため、住宅・建築物の耐震化の促進が喫緊

の課題となっています。 

  また、中央防災会議や地震防災推進会議の提言を踏まえ、平成２５年１１月に

「耐震改修促進法」の一部が改正され、以下の内容が規定されました。 

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律 

１．改正の概要 

（１）不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等に対する耐震診断の義務付け 

不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物、大規模な地震が発生した場合において、その

利用を確保することが公益上必要な建築物等の所有者は、耐震診断を行い、その結果を一定の期

限までに所管行政庁に報告しなければならないこととする。 

（２）耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲の拡大 

  耐震診断及び耐震改修を行う努力義務が課せられる建築物の範囲を拡大し、現行の建築基 

準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物を対象とすることとする。 

（３）耐震改修計画の認定基準の緩和による増築及び改築の範囲の拡大並びに認定に係る建築物の

容積率及び建ぺい率の特例措置の創設 

所管行政庁が建築物の耐震改修の計画を認定することができる増築及び改築の範囲を拡大する

とともに、増築に係る容積率及び建ぺい率の特例を講じることとする。 

（４）建築物の地震に対する安全性に係る認定制度の創設 

建築物の地震に対する安全性に係る認定制度を創設し、当該認定を受けた建築物の所有者は、

当該建築物等にその旨の表示を付すことができることとする。 

（５）区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度を創設 

  区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度を創設し、当該認定を受けた区分所有建築

物については、区分所有者の集会の議決（過半数）により耐震改修を行うことができることとす

る。 
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市促進計画は、耐震改修促進法とともに「熊本県建築物耐震改修促進計画」（以

下、「県計画」という。）や「熊本県地域防災計画」、「上天草市第２次総合計画」

等の上位計画、「上天草市地域防災計画」等の関連計画との整合を図りながら策定し

ます。 

市促進計画の計画期間は令和３年度から５年間とします。なお、上位計画である上

天草市第２次総合計画の計画期間が令和５年度までとなっていることから、次回の総

合計画の見直しの時期に必要に応じて、市促進計画の見直しも行います。 

３ 対象区域 

  市促進計画の対象区域は上天草市全域とします。 
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４ 対象建築物 

  市促進計画において、対象建築物は、「一般住宅」、「特定既存耐震不適格建築

物」、「通行障害既存耐震不適格建築物」及び「市所有建築物」とし、下表の通り

定義します。対象建築物のうち昭和５７年以降に竣工したものは、新耐震基準に適

合している耐震性の有る建築物として取り扱います。 

昭和５６年以前竣工の建築物でも、耐震診断で「耐震性が有る」と判断された場

合は、耐震性の有る建築物として取り扱います。 

表 対象建築物 

分類 対象建築物 

一般住宅 戸建住宅・集合住宅 

特定既存耐震不適格建築物 

旧耐震設計基準により建設された建築物

のなかで、より大きな規模で安全確認等

が義務付けられている建築物※1

通行障害既存耐震不適格建築物 

倒壊した場合、避難路等の通行を確保す

べき道路を閉塞するおそれのある通行障

害建築物※2

市所有建築物 市が所有する建築物 

※1 次頁表参照 

※2 通行障害建築物 地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通

行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのある建築物で、そのいずれ

かの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、下図に示す

当該前面道路の幅員に応じて定められる距離を加えたものを超える建築物。 
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表 特定既存耐震不適格建築物の用途・規模

特定建築物区分 
用 途 規模等 

法※１ 政 令※２ 

法第 14条

第 1号 

第 6条第2項第1号 幼稚園、保育所 階数２以上かつ500㎡以上 

第 6条第2項第2号 

学校 
小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特

別支援学校 

階数２以上かつ 1,000㎡以上 

（屋内運動場の面積を含む） 

老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホーム

その他これらに類するもの 
階数２以上かつ1,000㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉セン

ターその他これらに類するもの 

第 6条第2項第3号 

学校 上記以外の学校 

階数３以上かつ1,000㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類す

る運動施設 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

ホテル、旅館 

賃貸住宅(共同住宅に限る)、寄宿舎、下宿 

事務所 

博物館、美術館、図書館 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホ

ールその他これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣裳屋、銀行その他これらに類するサ

ービス業を営む店舗 

工場 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成す

る建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの 

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車の

ための施設 

郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必

要な建築物 

第 6条第2項第4号 体育館（一般公共の用に供されるもの） 1,000㎡以上 

法第14条

第2号 
第 7条 危険物の貯蔵又は処理場の用途に供する建築物 

政令で定める数量以上の危険物

を貯蔵、処理する建築物 

法第14条

第3号 
第 4条 

地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道

路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするお

それがあり、その敷地が本計画に記載された道路に接す

る建築物 

政令で定める高さを超える建

築物 

※１建築物の耐震改修の促進に関する法律

※２建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 
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第２章 建築物の耐震化の現状と目標 

１ 熊本地震の概要と被害の状況 

 （１）概要 

   平成２８年４月１４日２１時２６分、熊本県熊本地方の深さ１１ｋｍでマグニチ

ュード６．５の地震（前震）が発生し、上益城郡益城町では最大震度７を観測しま

した。さらに、この地震の約２８時間後の４月１６日１時２５分に同地方の深さ１

２ｋｍでマグニチュード７．３の地震（本震）が発生し、上益城郡益城町及び阿蘇

郡西原村で震度７を観測しました。震度７の観測は九州地方では初めてのことであ

るとともに、一連の地震活動で震度７を２度観測、さらに２自治体同時に震度７を

観測したことは、観測史上初めてのことです。 

表 熊本地震の概要 

図 平成 28 年熊本地震（本震）の震度分布図及び推計震度分布図（資料：気象庁ＨＰ） 

項目 前震 本震 

発生日時 
平成 28 年 4 月 14 日 21 時 26 分 

【震源地】熊本県熊本地方（深さ 11km） 

平成 28 年 4 月 16 日 1 時 25 分 

【震源地】熊本県熊本地方（深さ 12km） 

地震規模 マグニチュード 6.5 マグニチュード 7.3 

最大震度 震度７（益城町） 震度７（益城町，西原村） 
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 （２）熊本地震の被害の状況（熊本県内） 

   令和３年１月３１日現在、人的被害者は死者２７３人、重軽傷者２，７３５人、

住家被害は、全壊８，６４２棟、半壊３４，３９３棟、一部損壊１５５，１８１棟

で合計１９８，２１６棟が被害を受けています。また、宅地においても地盤の亀裂

や陥没、液状化の被害も確認されています。 

表 被害の状況 

被害区分 状況 備考 

人的被害 

死者 273 人 
熊本地震後の豪雨被害のうち地震との関

連性が認められた 5人を含む。 

重軽傷者 2,735 人 
熊本地震後の豪雨被害のうち地震との関

連性が認められた 3人を含む。 

住家被害 

全壊 8,642 棟 熊本地震後の豪雨被害のうち地震との関

連性が認められた全壊 15棟、半壊 100

棟、一部破損 9棟を含む。 

半壊 34,393 棟 

一部破損 155,181 棟 

非住家被害 
公共建物 467 棟  

その他 12,670 棟  

（熊本県危機管理防災課（令和 3年 1月 13 日発表）資料） 

（３）建築物の被害の状況 

 ・住宅等の木造建築物の被害状況 

益城町の建築物の被害が大きかった地域で日本建築学会が行った建築物の悉皆調査

（対象範囲内の全数調査）では、昭

和５６年５月以前の新耐震基準以前

に建設された木造建築物の倒壊・崩

壊率は２８．２％に上り、新耐震基

準のもとで建設された木造建築物の

倒壊率（昭和５６年６月～平成１２

年５月：８．７％、平成１２年６月

以降：２．２％）と比較して高くな

っています。また、昭和５６年６月

以降に建設されたもののうち倒壊・

崩壊が確認された木造建築物の被害

要因のほとんどは、接合部が平成

１２年６月以降の建築基準法の規

定による仕様を満たしていなかったためであると分析されています。接合部以外で被

出典：熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書
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害を大きくしたと考えられる要因としては、地盤変状、隣棟の衝突、蟻害によるもの

が確認されています。 

倒壊した木造建築物 倒壊した木造建築物 

柱頭部 筋かい端部、柱脚接合部 

・鉄骨造や鉄筋コンクリート造の比較的大規模建築物の被害状況 

 鉄骨造の建築物では、店舗兼住宅やアパート等の小規模鉄骨造の建築物について確認

された倒壊・崩壊や大破したものの特徴としては、昭和５６年５月以前の旧耐震基準で

建設されたもの、溶接部等で破断したもの、隣接建築物等の倒壊等による外的要因のも

のが確認されました。また、体育館や工場棟の比較的大規模な建築物については、倒

壊・崩壊は確認されていませんが、比較的被害が大きかったものの特徴として鉛直ブレ

ースにおけるボルト孔欠損部の破断、立体トラスにおける部材の落下、屋根支承部にお

写真：熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書
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けるコンクリートの側方破壊とアンカーボルトの破断、屋根面水平ブレースにおける接

合部ボルトの破断等が見られました。 

倒壊・崩壊した鉄骨造建築物 溶接部の破断の状況 

ボルト孔欠損部での破断 ターンバックルブレスの大きな変形、伸

び 

屋根支承部のコンクリート側方破壊の被害 体育館の立体トラスの被害状況 

写真：熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書
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 鉄筋コンクリート造の建築物では、崩壊・倒壊が確認された全ての建築物は昭和５６

年５月以前の旧耐震基準により建てられた建築物であり新耐震基準導入以降に建築され

た建築物の倒壊・崩壊が確認されたものは報告されていません。 

 新耐震基準の鉄筋コンクリート造等建築物で倒壊・崩壊に至らなかったものの、上部

構造が大破と判定されたもの９棟のうち、下階壁抜け構造のもの４棟については、兵庫

県南部地震をうけて平成９年に設計基準の運用強化がなされる以前の設計等による建築

物と考えられています。その他の５棟については、柱および柱梁接合部に大きな損傷が

生じ一部の層に大きな残留変位が生じたものや、想定する崩壊過程における変形モード

と異なったことが要因と考えられています。 

主筋が座屈・破断した柱頭部 付着割裂破壊した柱 

柱頭柱脚部の損傷による大きな残留変形 柱梁接合部破壊による局部崩壊 

写真：熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書
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（４）その他の被害の状況 

   その他の被害として、ブロック塀の倒壊や、空調室外機や給湯器などの住宅設備

の転倒がみられました。 

（５）市内の被害の状況 

   熊本地震の発生による上天草市内の被害は、直接的な人的被害はありませんでし

たが、熊本地震後の豪雨被害のうち地震との関連性が認められた災害により１名の

犠牲者がでました。その他の家屋等の被害状況は下記表のとおりです。 

表 熊本地震による罹（被）災証明書件数（平成 29 年 6月 30 日分まで） 

被害状況 全壊 半壊 一部破損 計 備考 

件数 3 3 201 207 

本地震後の豪雨被害のうち

地震との関連性が認められ

た災害分を含む 

表 熊本地震以降の地震の発生状況（上天草市内震度 4以上） 

発生日 発生時刻 震央地名 Ｍ※ 最大震度 上天草市最大震度 

H28.4.14 21:26 熊本県熊本地方 6.5 震度７ 震度５弱 

H28.4.14 22:07 熊本県熊本地方 5.8 震度６弱 震度４ 

H28.4.14 22:38 熊本県熊本地方 5.0 震度５弱 震度４ 

H28.4.15 0:03 熊本県熊本地方 6.4 震度６強 震度４ 

H28.4.16 1:25 熊本県熊本地方 7.3 震度７ 震度６弱 

H28.4.16 1:30 熊本県熊本地方 5.3 震度４ 震度４ 

H28.4.16 1:44 熊本県熊本地方 5.4 震度５弱 震度４ 

H28.4.16 1:45 熊本県熊本地方 5.9 震度６弱 震度５弱 

H28.4.16 2:04 熊本県熊本地方 4.9 震度４ 震度４ 

H28.4.16 16:02 熊本県熊本地方 5.4 震度５弱 震度４ 

H28.4.19 17:52 熊本県熊本地方 5.5 震度５強 震度４ 

H28.4.19 20:47 熊本県熊本地方 5.0 震度５弱 震度４ 

H28.9.1 6:33 熊本県熊本地方 4.8 震度４ 震度４ 

H29.5.11 20:21 有明海 4.4 震度４ 震度４ 

 ※マグニチュード 
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２ 市へ影響を及ぼす恐れのある地震の想定 

 （１）上天草市に近接する断層帯の状況 

図 上天草市周辺の断層帯 
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表 上天草市に近接する断層帯の緒元 

断層帯名 

（起震断層/活動

区間） 

長期評価で

予想した地

震規模（マ

グニチュー

ド） 

我が国の

主な活断

層におけ

る相対的

評価 

地震発生確率 
地震後 

経過率 

平均活動間隔 

30 年 

以内 

50 年 

以内 

100 年 

以内 
最新活動時期 

布田川断層帯 
(宇土半島北岸区間)

7.2 程度 

以上 

Ｘ 

ランク 
不明 不明 不明 不明 

不明 

不明 

布田川断層帯 

(宇土区間) 
7.0 程度 

Ｘ 

ランク 
不明 不明 不明 不明 

不明 

不明 

布田川断層帯 

(布田川区間) 
7.0 程度 

Ｚ 

ランク 
ほぼ 0％ ほぼ 0％ ほぼ 0％ ほぼ 0％ 

8,100 年-26,000 年程

度 

平成 28 年熊本地震

日奈久断層帯 

(八代海区間) 
7.3 程度 

Ｓ＊ 

ランク 
ほぼ 0％ 

～16％ 

ほぼ 0% 

～30% 

ほぼ 0% 

～50% 
0.1-1.6 

1,100 年-6,400 年程

度 
約 1,700 年前以後-約 900

年前以前

日奈久断層帯 

(日奈久区間) 
7.5 程度 

Ｓ＊ 

ランク 

ほぼ 0% 

～6% 

ほぼ 0% 

～10% 

ほぼ 0% 

～20% 
0.2-2.3 

3,600 年-11,000 年程

度 
約 8,400 年前以後-約

2,000 年前以前

日奈久断層帯 
(高野－白旗区間)

6.8 程度 
Ｘ 

ランク 
不明 不明 不明 不明 

不明 

約 1,600 年以後-約 1,200

年前以前

緑川断層帯 7.4 程度 
Ｚ 

ランク

0.04%～

0.09% 

0.07%～

0.1% 

0.1%～

0.3% 
不明 

約 34,000 年-68,000

年程度 

不明 

出水断層帯 7.0 程度 
Ａ＊ 

ランク 
ほぼ 0% 

～1% 

ほぼ 0% 

～2% 

ほぼ 0% 

～4% 
0.3-0.9 

概ね 8,000 年 

約 7,300 年前以後-2,400

年前以前

人吉盆地南縁断

層 
7.1 程度 

Ａ＊ 

ランク 
1%以下 2%以下 4%以下 0.9 以下 

約 8,000 年以上 

約 7,300 年前以後-

3,200 年前以前 

雲仙断層群 

(北部) 
7.3 程度 

Ｘ 

ランク 
不明 不明 不明 不明 

不明 

約 5,000 年前以後

雲仙断層群 

(南東部) 
7.1 程度 

Ｘ 

ランク 
不明 不明 不明 不明 

不明 

約 7,300 年前以後 

雲仙断層群 
(南西部/北部)

7.3 程度 
Ｓ＊ 

ランク

ほぼ 0% 

～4% 

ほぼ 0% 

～7% 

ほぼ 0% 

～10% 
0.2-1.0 

約 2,500 年-4,700 年 

約 2,400 年前-11 世

紀以前

雲仙断層群 
(南西部/南部)

7.1 程度 
Ａ 

ランク
0.5%～1% 0.8%～2% 2%～5% － 

約 2,100 年-6,500 年 

約 4,500 年前以後-16

世紀以前 

凡例 色 解説 

Ｓランク（高い）  30 年以内の地震発生確率が３％以上 

Ａランク（やや高い）  30 年以内の地震発生確率が 0.1～３％以上 

Ｚランク（－） 30 年以内の地震発生確率が 0.1％未満 

Ｘランク（－）  地震発生確率が不明（すぐに起こることが否定できない）

（注）地震後経過率が 0.7 以上である活断層については、ランクに＊を付記する 

出典：地震調査研究推進本部が今までに公表した活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧
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（２）布田川断層帯・日奈久断層帯

・断層帯の位置及び形態 

本市に一番近接する布田川断層   

帯は、南阿蘇村から益城町木山付

近を経て、宇土半島の先端に至る

断層帯です。 

本断層帯は、概ね東北東－西南

西方向に延び、全体の長さは約６

４ｋｍ以上の可能性があります。

布田川断層帯は、断層線の分布等

から、南阿蘇村から木山付近に位

置する長さ約１９ｋｍと推定され

る布田川区間、木山付近から宇土

市中心部に位置する長さ約２０ｋ

ｍの可能性がある宇土区間及び宇

土市住吉町から宇土半島北岸に沿

って宇土半島先端に至る長さ約２

７ｋｍ以上の可能性がある宇土半

島北岸区間からなります。このうち、宇土区間の一部と宇土半島北岸区間は、従来

認定されていませんが、重力異常の急変帯の分布などから布田川区間及び宇土区間

東部の西方延長部において地下に伏在する活断層として新たに推定されたものです。

布田川区間は、南東側が相対的に隆起する上下成分を伴う右横ずれ断層であり一部

では複数の断層が並走して小規模な地溝帯を形成しています。宇土区間及び宇土半

島北岸区間は、南東側が相対的に隆起する上下成分を伴う可能性があります。 

日奈久断層帯は、益城町木山付近から芦北町を経て、八代海南部に至る断層帯で

す。本断層帯は、概ね北東－南西方向に延び、全体の長さは約８１ｋｍである可能

性があります。日奈久断層帯は過去の活動時期から、益城町木山付近から宇城市豊

野町山崎付近まで延びる長さ約１６ｋｍの高野－白旗区間、宇城市豊野町山崎から

芦北町の御立岬付近に分布する長さ約４０ｋｍの日奈久区間及び御立岬付近から八

代海南部に位置する長さ約３０ｋｍの可能性がある八代海区間に区分されます。日

奈久断層帯は、断層南東側の相対的が隆起する上下成分を伴う右横ずれ断層であ

り、一部では断層が並走して小規模な地溝帯を形成しています。 

図 布田川・日奈久断層帯の詳細
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・将来の活動予測 

布田川断層帯には布田川区間、宇土区間、宇土半島北岸区間の３つの区間があり

最大で、マグニチュード（以下「Ｍ」という。）が７．２程度の地震が発生すると

推定されています。

布田川区間については、本評価で得られた地震の発生確率には幅がありますが、

その最大値をとると、今後３０年の間に地震が発生する可能性が、我が国の主な活

断層の中ではやや高いグループに属することになっていましたが平成２８年熊本地

震で活動したため、発生の確率は低くなったものと推測されています。 

宇土区間及び宇土半島北岸区間においては、過去の活動が明らかでないため、将

来このような地震が発生する確率を求めることはできません。 

布田川断層帯の３つの区間は別々に活動すると推定されますが、全体が同時に活

動する可能性も否定できません。その場合には、Ｍ７．５－７．８程度以上の地震

が発生すると推定されます。この場合の地震の発生確率は求めることができません

が、布田川断層帯の布田川区間の発生確率より大きくなることはないと考えられて

います。日奈久断層帯には、高野－白旗区間、日奈久区間、八代海区間の３区間が

あり、最大でＭ７．５程度の地震が発生すると推測されています。 

中でも、八代海区間は、今後３０年の間に地震が発生する可能性が、我が国の主

な活断層帯の中では高いグループに属することになります。 

高野－白旗区間においては、平均活動間隔が明らかでないため、将来このような

地震が発生する確率を求めることはできません。 

日奈久断層帯の３つの区間は別々に活動すると推定されますが、全体が同時に活

動する可能性も否定できません。その場合には、Ｍ７．７－８．０程度の地震が発

生する可能性があります。さらに、日奈久断層帯の全体及び布田川断層帯の布田川

区間が同時に活動する可能性もあります。この場合にはＭ７．８－８．２程度の地

震が発生する可能性があります。これらの場合の地震発生確率を求めることはでき

ませんが、布田川区間の発生確率や日奈久断層帯の日奈久区間や八代海区間が単独

で活動する確率より大きくなることはないと考えられています。 

上記の断層帯及びその他の近接する断層帯において将来このような地震が発生す

る確率は１３ページ表に示すとおりとなっています。 

（３）地盤の揺れやすさ 

以下に本市における震度分布を示します。想定した地震が起きたときの揺れの大

きさ（震度）を推定すると震源からの距離やマグニチュード及び本市の地形区分の
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関係から、布田川・日奈久断層帯中部・南西部の場合、計測震度は５．０８～６．

４３と予想されます。全国どこでも起こりうる直下の地震の場合、計測震度は５．

３５～６．２６と予想されます。 

想定地震として、布田川・日奈久断層帯と全国どこでも起こりうる直下の地震の

計測震度を比較すると、布田川・日奈久断層帯（中部・南西部）の方が最大計測震

度は高いものの、発生確率が不明です。また、全国どこでも起こりうる直下の地震

の方が最低計測震度は高いこと、どこでも起こりうる可能性があることから、本市

で想定する地震は、全国どこでも起こりうる直下の地震を用います。 

表 想定地震別の解析結果 

想定地震 マグニチュード 計測震度分布 

布田川・日奈久断層帯（北東部） 7.2 3.71～4.80 

布田川・日奈久断層帯（中部） 7.6 4.96～6.31 

布田川・日奈久断層帯（南西部） 7.2 4.63～6.13 

布田川・日奈久断層帯（中部・南西部） 7.9 5.08～6.43 

全国どこでも起こりうる直下の地震 6.9 5.35～6.26 

図 全国どこでも起こりうる直下の地震 震度分布図

◆想定地震：全国どこでも

起こりうる直下の地震 

◆マグニチュード：6.9 

◆計測震度分布図： 

5.35 ～ 6.26 
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（４）想定される被害の状況 

全国どこでも起こりうる直下の地震の震度分布をもとに、建物全壊率の算出を行

ないました。建物全壊率の算出の手順は以下の通りです。 

構造別・建築年次別に区分した建物データの整理については、地区単位での構造

別・建築年次別（建築基準法の改正前後）の建物棟数を算出し、町・大字単位に建

物棟数比率データを作成しました。 

構造区分と年次区分を下表に示し、字別の整理結果を次ページに示します。ま

た、危険度マップ（建物全壊率分布図）で建物集計単位である大字境界線図を作成

し、メッシュごとに大字区分の設定を行い、メッシュ単位で建物全壊率を表現しま

した。また、建物が建っていないことが地図上から判断したメッシュについては着

色しないこととしました。 

表 構造区分と年次区分 

構造別・建築年次別に区分

した建物データの作成 

字境界の確認、メッシュ単

位の字区分の設定 

メッシュ単位の建物有無の

確認 

揺れやすさマップ（震度分布図）の作成 

建物全壊率の算出 

危険度マップ（建物全壊率分布図）の作成 

[構造区分]：木造、非木造 

[年次区分]：木造・・・S34 年以前、S35～55 年、S56 年以降の 3区分 

非木造・・S45 年以前、S46～55年、S56 年以降の 3区分 
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表 構造別・建築年次別に区分した建物データ 

地区 大字名 
木造
（～

S34）

木造
（S35～

S55）

木造
（S56

～）

非木

造
（～

S45）

非木造
（S45～

S55）

非木造
（S56

～）

建物合計 

大矢野 

登立 857 1,231 1,427 30 145 317 4,007

上 692 1,173 1,174 43 134 269 3,485

中 532 1,181 1,454 23 139 309 3,638

維和 329 493 387 21 38 88 1,356

湯島 121 153 109 0 19 33 435

松島 

阿村 295 529 567 13 69 121 1,575

合津 438 741 797 24 111 218 2,329

今泉 290 270 296 8 31 80 975

内野河内 100 132 105 2 16 21 376

教良木 332 320 206 10 38 42 948

姫戸 
姫浦 244 458 515 4 66 124 1,411

二間戸 162 308 382 5 37 77 971

龍ヶ岳 

大道 79 365 418 15 45 111 1,033

高戸 54 390 423 10 50 100 1,027

樋島 68 422 322 10 66 102 990

合計 4,594 8,168 8,585 219 1,006 1,996 24,556

出典：課税台帳 

- 18 -



以下に本市における建物全壊率分布を示します。布田川・日奈久断層帯中部・南

西部の場合、建物全壊率は０．００～３０．９％と予想されます。全国どこでも起

こりうる直下の地震の場合、建物全壊率は０．０３～２７．９％と予想されます。 

表 想定地震別の解析結果 

図 全国どこでも起こりうる直下の地震 建物全壊率分布図 

想定地震 マグニチュード 建物全壊率分布 

布田川・日奈久断層帯（北東部） 7.2 ほぼ 0.00% 

布田川・日奈久断層帯（中部） 7.6 0.00% ～ 22.2% 

布田川・日奈久断層帯（南西部） 7.2 0.00% ～ 11.2% 

布田川・日奈久断層帯（中部・南西部） 7.9 0.00% ～ 30.9% 

全国どこでも起こりうる直下の地震 6.9 0.03% ～ 27.9% 

◆想定地震：全国どこでも

起こりうる直下の地震 

◆マグニチュード：6.9 

◆建物全壊率分布 

 0.03% ～ 27.9% 
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３ 耐震化の現状 

建築基準法の耐震基準に関する改正が昭和５６年６月１日から施行され、新耐震

設計法が導入されました。この改正を踏まえて、これ以降建築された建築物を「新

耐震基準建築物」、これ以前に建築された建築物を「旧耐震基準建築物」に分類さ

れます。「耐震性を有する建築物」とは、地震に対する安全性が確保された建築物

のことであり、新耐震基準により建築された建築物、耐震診断結果等により耐震性

を満たす建築物及び耐震改修・建て替えにより耐震化した建築物をいいます。 

「耐震性が不十分な建築物」とは、旧耐震基準により建築された建築物のうち、

耐震診断結果等から耐震性が不十分であり、かつ、耐震改修が行われていない建築

物をいいます。 

（１）住宅 

本市の住宅総数は１６，７５９棟であり、国の推計方法に基づき推計すると、耐

震性を有する住宅は８，７６８棟で、耐震化率は５２．３％となっています。国は

８２％（平成２５年度現在）、県は７９％（平成２７年度現在）であり、国、県よ

り、低い状況にあります。 

表 住宅の耐震化の現状（令和元年度） 

総数 

 A=B+C 

新耐震 

基準 

B 

旧耐震 

基準 

C 

耐震性を 

有する 

E=B+D 

耐震化率 

F=E/A 

うち耐震

性ありと

推定 

 D 

戸建て 16,615 7,300 9,321 1,329 8,629 51.9%

共同住宅 144 129 15 10 139 96.5%

計 16,759 7,429 9,336 1,339 8,768 52.3%

出典：課税台帳 
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（２）民間特定建築物 

令和２年度現在、本市の民間特定建築物総数は５０棟であり、国の推計方法に

基づき推計すると、耐震性を有する建築物は３８棟で、耐震化率は７６．０％と

なっています。国は８５％（平成２５年度現在、１号特定建築物のみ）、県は９

０％（平成２７年度現在）であり、国、県より低い状況にあります。 

表 民間特定建築物の耐震化の現状（令和２年度） 

総 数 

A=B+C 

新耐震 

基 準 

B 

旧耐震 

基 準 

C 

耐震性を有

する 

E=B+D 

耐震化率 

F=E/A 

うち耐震

性ありと

推定 D 

1 号特定建築物 25 19 6 1 20 80.0％ 

2 号特定建築物 5 1 4 2 3 60.0％ 

3 号特定建築物 20 11 9 4 15 75.0％ 

民間特定建築物 50 31 19 7 38 76.0％ 

    ※１号又は２号特定建築物で３号特定建築物にも重複して該当するものは、１号

又は２号特定建築物のみに計上している。 
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（３）市有建築物 

令和２年度現在、市が所有する施設は４１１施設があり、その中でも耐震改修促

進法第１４条で定める市有の特定建築物は３２棟で、耐震化率は９６．９％となっ

ています。県有特定建築物の耐震化率は１００％（平成２８年度現在）であり、県

より低い状況にあります。市有特定建築物のうち、応急活動拠点（庁舎、支所、病

院）の耐震化率は８０．０％、小中学校の耐震化率は１００．０％となっていま

す。 

表 上天草市が所有する特定建築物 

総数 新耐震

基準 

旧耐震

基準 

耐震性

を有す

る 

耐震化

率 
耐震診

断済 

診断の

結果、

耐震性

有 

耐震改

修済 

A=B+C B C D E F G=B+E+F H=G/A 

特定建築物 32 20 12 12 2 9 31 96.9％

うち応急活動拠点 5 4 1 1 0 0 4 80.0％

うち小中学校 21 10 11 11 2 9 21 100.0％

４ 耐震化の目標 

（１）住宅 

令和２年度時点の住宅の耐震化率は、住宅の建て替え等の自然更新を考慮すると

５２．３％と予測されます。国の基本方針や県計画を踏まえ、令和７年度時点には

耐震性の不十分な住宅を概ね解消することを目標とします。 

表 住宅の耐震化の目標（令和７年度） 

現状耐震化率 

(令和２年度) 

目標耐震化率 

(令和７年度) 

住 宅 52.3％ 耐震性が不足するものを概ね解消 
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（２）民間特定建築物 

国の基本方針や県計画を踏まえ、令和７年度時点には耐震性の不十分な建築物を

概ね解消することを目標とします。 

表 民間特定建築物の耐震化の目標（令和７年度） 

現状耐震化率 

(令和２年度) 

目標耐震化率 

(令和７年度) 

民間特定建築物 72.3％ 耐震性が不足するものを概ね解消 

５ 公共建築物の耐震化計画 

（１）市有建築物の耐震化に関する方針 

耐震改修促進法第１４条で定める市有の特定建築物は３２棟（令和２年度）で

す。 

そのうち耐震化が必要な特定既存耐震不適格建築物は１棟で耐震化率は９６．

９％となります。 

この施設につきましては、すでに耐震診断を完了しており、今後の方針につい

て引き続き検討を行っていきます。なお、特定建築物に該当しない避難所等の防

災施設についても耐震化を促進していきます。 

市有建築物の多くは、多数の市民が利用するだけでなく、震災時の応急活動拠

点等の重要な役割を担うことから、耐震化を推進する必要があります。そのた

め、震災時の役割や耐震診断結果等を考慮しながら、優先度の高い建築物から計

画的に耐震化を行います。また、耐震診断結果及び耐震改修の結果や予定の公表

に取り組みます。 

表 市有建築物の耐震化の目標（令和７年度） 

現状耐震化率 

（令和２年度） 

目標耐震化率 

（令和７年度） 

市有特定建築物 96.9％ 100％ 

※耐震化率については特定建築物のみを集計し記載している。 
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第３章 建築物の耐震化を促進するための基本的な考え方 

１ 地震発生時に通行を確保すべき道路 

 災害時における、多数の者の円滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者への救援物  

資の輸送の確保の観点から、県計画で位置づけられている緊急輸送道路を地震時に通行

を確保すべき道路とします。 

表 地震発生時に通行を確保すべき道路 

区分 位置づけ 路線名 

第一次緊急輸送道路 
県庁舎、地方生活圏中心都市の役場等、重要港

湾、空港等の防災拠点を結ぶ道路 

国道 266 号 

国道 324 号 

第二次緊急輸送道路 
県の地方機関、市町村役場、警察署、消防署等

の防災拠点を結ぶ道路 
松島馬場線 

国
道
26
6号

松島馬場線

国道324号

凡例

第一次緊急輸送道路

第二次緊急輸送道路

行政区域

0 2 41
km
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２ 重点的に耐震化すべき区域 

 建物倒壊による道路閉塞で、避難や消防活動等が妨げられることを防止するために、

緊急輸送道路沿道の地区を重点的に耐震化すべき区域とし、重点的に耐震化に努めてい

きます。 

表 路線別民間３号特定建築物の耐震化の現状（令和２年度） 

総数 

A=B+C 

新耐震基

準 

B 

旧耐震基

準 

C 

耐震性を

有する 

D=B 

耐震化率 

E=D/A 

国道 266 号 21 10 11 10 47.6％ 

国道 324 号 1 1 0 1 100.0％ 

松島馬場線 2 2 0 2 100.0％ 

合計 24 13 11 13 54.2％ 
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３ 優先的に耐震化に着手すべき建築物 

災害時に機能の確保が必要な施設や特定建築物を優先的に耐震化に着手すべき建築

物とし、計画的な耐震化に取り組みます。 

表 優先的に耐震化すべき建築物の考え方 

分類 施設例 

昭
和
５
６
年
以
前
に
建
築
さ
れ
た
建
築
物

災害時に機能の確保

が必要となる施設 

防災拠点施設 

復旧拠点施設 

救援救護施設 

庁舎・支所 

警察署・消防署 

病院 

避難所の施設 学校・コミュニティセンター 等 

ライフライン管理施設 水道・ガス・電気等の管理施設 

災害時に要援護者等

が利用する施設 

福祉施設 老人福祉施設、老人ホーム、養護学

校、児童福祉施設、幼稚園、保育所 

特
定
建
築
物

一号特定建築物 
多数の者が利用する一定規模以上の建

築物（ホテル、旅館 等） 

二号特定建築物 一定数量以上の危険物を扱う建築物 

三号特定建築物 
多数の者の円滑な避難を困難とするお

それがある建築物 

表 優先的に耐震化すべき建築物の基本的な優先度 

優先度 建築物 施設例 

1 
災害時に機能の確保が必要な

施設かつ特定建築物 
庁舎、病院、避難所 等 

2 
要援護者や不特定多数の者が

利用する施設かつ特定建築物 

ホテル、旅館、福祉施設 

等 

3 
被害拡大を防ぐために耐震化

が必要な特定建築物 

2 号特定建築物 

3 号特定建築物 
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第４章 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

１ 耐震化の促進に係る基本的な考え方 

（１）民間建築物の所有者等による耐震化の促進 

 民間建築物の所有者等による耐震化の促進のためには、民間建築物の所有者等

が自らの生命・財産は自らが守るという意識を持つとともに、所有または管理を

行う建築物の倒壊等により周辺の安全に支障をきたすことがないよう、建築物の

耐震性を把握し、必要に応じて耐震化を進めることが求められます。そのため

に、民間建築物の耐震化に関する責任が所有者等に有ることを自覚してもらえる

ように意識啓発を進めていきます。 

（２）市による民間建築物の所有者等への支援 

 民間建築物の所有者等が建築物の耐震化を行いやすいように、市は適切な情報

提供をはじめとして、相談体制等の環境整備を図ります。また、耐震診断・耐震

改修等に係る負担軽減のため、国や県の支援制度等を活用し、市による補助制度

等の強化に努めます。 

２ 住宅の耐震化の促進 

（１）耐震化に向けた啓発 

 市は住宅の所有者等に対して、地震に対する建築物の安全性を確保することの

重要性を認識してもらうなど、住宅の耐震化に対する意識の向上を図るため、住

宅の耐震化の必要性・重要性に関する啓発を行います。 

住宅の耐震化に係る普及啓発のためのパンフレットを配布し、耐震化の重要性

について意識啓発に努めます。また、耐震化に係る情報を市の広報紙やホームペ

ージへ掲載するなど、広報媒体を活用した啓発を行います。 

（２）耐震化を促進するための環境整備 

住宅の所有者等が耐震化に取組みやすいような環境を整備します。 

相談窓口を設置して、市民からの住宅の耐震化に関する相談に対応します。窓

口では、耐震化に関する補助制度等について、情報を提供するよう努めます。 
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（３）耐震診断・耐震改修の促進を図るための支援策 

市民に対し、住宅の耐震診断及び耐震改修の必要性や重要性について普及啓発

に積極的に取組むとともに、耐震診断・耐震改修等に対する支援策を講じて、住

宅の耐震化を促進します。 

３ 通行障害既存耐震不適格建築物の耐震化の促進 

市では、複数の大規模地震による甚大な人的・物的被害が懸念されており、多数

の者が利用する建築物の耐震化を促進することは喫緊の課題です。そこで、当該民

間建築物の耐震化を促進するために、必要な施策を講じます。 

（１）緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の促進 

地震により、緊急輸送道路などの防災上重要な道路に接する建築物の倒壊等で通

行障害が起こらないように、緊急輸送道路沿道の建築物について耐震化を促進する

ことが重要です。 

通行障害を起こした場合、広域的な避難や救急・消火活動に大きな支障をきた

し、緊急物資等の輸送や、復旧・復興活動を困難にさせることが懸念されます。 

耐震改修促進法第６条第３項第２号の規定に基づき、新耐震基準が導入される以

前の建築物で、耐震診断努力路線に接する一定の高さ以上の建築物は、耐震診断等

に努めるものとします。 

表 通行障害既存耐震不適格建築物対象路線 

４ 啓発を促す非構造部材等の安全対策 

建築物の耐震化の促進のほかに、地震発生時における安全性の向上を図るため、

次の取組みを進めます。また、市ホームページ、広報紙への掲載及び市役所内にパ

ンフレット等を設置し、安全対策の普及啓発を講じます。 

（１）天井の安全対策 

平成２３年の東日本大震災では、比較的新しい建築物も含め、体育館、劇場な

どの大規模空間を有する建築物の天井が脱落して、甚大な被害が多数発生しまし

区分 位置づけ 路線名 

第一次緊急輸送道路 
県庁舎、地方生活圏中心都市の役場等、重要港

湾、空港等の防災拠点を結ぶ道路 

国道 266 号 

国道 324 号 

第二次緊急輸送道路 
県の地方機関、市町村役場、警察署、消防署等

の防災拠点を結ぶ道路 
松島馬場線 
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た。そのことを踏まえて、天井の脱落対策に係る新たな基準が定められていま

す。そこで、建築物の所有者等に新たな基準の周知を行うとともに、脱落防止措

置を講じて安全性の確保を図るよう県と協力して啓発します。 

（２）窓ガラス、内外壁の安全対策 

大規模な地震が発生した際には、建築物の倒壊だけでなく、窓ガラスの飛散や

外壁、看板など、建築物の外装材等の損壊・落下による被害も懸念されます。こ

のため、地震発生時に建築物からの落下物を防ぎ、安全性を確保するために、建

築物の所有者等に対して適正な維持管理の啓発を行います。 

（３）ブロック塀等の安全対策 

地震時のブロック塀の倒壊は、人的被害だけでなく円滑な避難活動にも影響を

及ぼすことから、構造安全性の確認を促すとともに、安全性を満足しない無筋ブ

ロック塀等については、補強、撤去、生け垣への変更の手法等、関連する情報提

供を行います。また、避難路や通行障害既存耐震不適格建築物対象路線、通学路

の安全を確保するため、その沿道の危険なブロック塀等に対しては、上天草市危

険ブロック塀等撤去支援事業等により除却を促します。 

（４）家具の転倒防止対策 

防災読本等により、家具の転倒防止対策について周知するとともに、家具の固

定方法等の普及を図ります。 

（５）エレベーターの安全対策 

東日本大震災や熊本地震において、エレベーター停止による閉じ込め被害が数

多く発生しました。地震時の混乱を早期に解消する上でもエレベーターの安全確

保は重要です。 

新たに設置されるエレベーターについては安全装置（地震時管制運転装置、戸

開走行保護装置等）の設置が義務づけられていますが、既設エレベーターについ

ても、改修を進めることが必要なため、指定性能評価機関等の関係団体とともに

情報提供を行います。 

（６）その他の建築設備等の安全対策 

電気、ガス、暖房、消火、排煙に係る設備については、漏電や火災等の地震発

生後の二次災害等に繋がる可能性があるとともに、消火や救助、避難等の円滑な

活動に支障をきたすおそれがあることから、十分な安全対策が必要です。 
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建築設備については、関係する法令や告示等を踏まえ、安全対策の重要性につ

いて周知するとともに、点検や改善の手法等に関する知識の普及を図ります。 

５ 被災建築物応急危険度判定体制 

熊本地震では、余震等による二次災害を防止するため、被災した建築物の応急危

険度判定を５７，５７０件（全国被災建築物応急危険度判定協議会平成２８年４月

１５日～６月４日）実施しました。地震により建築物、宅地等が被害を受け、被災

建築物等の応急危険度判定が必要な場合は、「熊本県被災建築物応急危険度判定要

項」に基づき迅速な対策を講じます。 

- 30 -



【改訂履歴】        建設部 都市整備課

 策定 平成２３年３月

 改訂 平成２８年３月

 改訂 令和３年３月
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